
〇柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議規程 

平成５年４月１日 

管理規程第７号 

（目的） 

第１条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９

号）第１３条に基づき設置する柳井地域広域水道企業団企業職員（以下「職員」とい

う。）の苦情処理共同調整会議の運営に必要な事項を規定することを目的とする。 

（名称） 

第２条 この会議は、柳井地域広域水道企業団苦情処理共同調整会議（以下「会議」とい

う。）といい、事務所を柳井地域広域水道企業団事務局内に置く。 

（構成） 

第３条 この会議は、柳井地域広域水道企業団（以下「企業団」という。）を代表する委員

及び職員を代表する委員各３名をもって組織する。 

（委員） 

第４条 企業団を代表する委員の１人には企業団事務局長（以下「局長」という。） があ

たり、他の２名の委員は企業長が選定する。職員を代表する委員３名は、企業団を代表す

る委員以外の職員の中から互選により選定する。 

２ 企業団及び職員を代表する委員（補欠委員を含む。）を選定したときは速やかにその職

氏名を文書をもって議長に届け出なければならない。また、委員に異動があったときも同

様とする。 

（補欠委員） 

第５条 委員の選出にあたっては、企業団及び職員を代表する委員とも各１名の補欠委員を

選出することができる。補欠委員は委員に事故あるときこれを代理する。 

（役員） 

第６条この会議は、次の役職員を置く。 

（１）議長 １名 

（２）副議長 １名 

（３）書記 １名 

２ 議長には局長、副議長には職員を代表する委員の中から１名を選定しこれにあたり、書

記には企業団事務局総務課長があたる。 

３ 議長は会議を統轄し会議の運営にあたる。副議長は議長を補佐し、議長事故あるときは

その代理を行う。 

４ 書記は議長の命により、会議の事務を処理する。 

（委員及び役員の任期） 

第7条 委員及び役員の任期は、１年（自４月１日至３月３１日）とする。ただし、再選を

妨げない。補欠により就任した委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議の行う職務） 

第８条 会議は、日常の作業条件から起こる職員の苦情を適当に解決するほか、労働協約、

就業規程、その他労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切

な解釈を与えることができる。 



（会議の運営） 

第９条 議長は職員が苦情の解決を求めたとき、会議を招集しこれを処理しなければならな

い。 

２ 会議は委員全員の出席により開催する。 

３ 会議の議決は多数決による。 

４ 会議は非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意によって公開することができ

る。 

５ 議長は申請を受理してから１０日以内に会議の決定事項を当事者に通知しなければなら

ない。 

６ 前項の期間に決定しないときは、その理由を申請人に通告し７日以内に前項に準じて措

置しなければならない。 

７ 会議で解決不能となったときは、委員の協議により団体交渉とすることができる。 

（会議録） 

第１０条 書記は、会議録を作成しこれに議長、副議長及び書記が署名調印のうえ保管しな

ければならない。 

（秘密保持） 

第１１条 委員は苦情処理に関する秘密をもらしてはならない。 

（申請様式） 

第１２条 職員が苦情の解決を求めようとするときは、別記様式により申請書を会議に提出

しなければならない。 

（議決事項の実施） 

第１３条 企業長は会議の議決事項に関し、速やかにこれを実施しなければならない。  

（公印の刻字等） 

第１４条 公印の刻字、寸法、書体、個数及び管守者は、別表のとおりとする。 

（団体交渉の委任） 

第１５条 この規程に定めがない会議運用の細目その他必要な事項は、企業長と職員との間

における団体交渉で定める。 

附 則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日管理規程第２１号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


